
 

 

 

 

 

 

 

釧路市請負工事成績評定要綱 
 

（平成２６年度改訂版） 
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釧路市請負工事成績評定要綱 

（目  的） 

第１条 この要綱は、釧路市が発注する請負工事の施工状況の評価（工事成績評定。以下「評

定」という。）について、必要な事項を定め、もって、受注者の適正な選定及び指導育成

に資するとともに工事目的物の質等をより一層高めることを目的とする。 

 

（評定の対象） 

第２条 評定は、一件の契約金額が１００万円以上の請負工事について行うものとする。  

ただし、物件補償、障害物撤去及び解体等、目的物が残らない工事及び、公益性を持っ

た事業者（釧路ガス・北電・ＮＴＴ・ＪＲ北海道）の工事と釧路公立大学の工事につい

ては、契約金額にかかわらず評定を省略することができるものとする。 

 

（評定者） 

第３条 評定を行う者（以下「評定者」という。）は、釧路市契約規則（平成 17 年釧路市規

則第 83 号）第 50 条に規定する工事監督員（以下「監督員」という。）及び同規則第 52

条に規定する検査員並びに次号に定める総括者とする。 

２ 総括者は、契約管理課が検査を行う場合は工事担当課長とし、工事担当課が検査を行

う場合は係長職（課長補佐、専門員を含む。以下同じ。）にある者とする。ただし、組織

状況により係長職にある者が監督員となる場合は、総括者を兼ねることができるものと

する。 

 

（評定の方法） 

第４条 評定は、請負工事成績評定採点表、考査項目別運用表、施工プロセスのチェックリ

ストに基づき工事毎に行うものとする。 

２ 考査項目のうち４.高度技術及び５.創意工夫の評価は、受注者からの提案により評価

することとし、提案様式は別記１に定める。 

３  評定は、評定者ごとに独立して的確、かつ、公正に行うものとする。ただし、１件の

工事の評定者となる監督員が２名以上の場合は、協議のうえ評定するものとする。 

 

（評定の時期） 

第５条 評定は、監督員、総括者にあっては請負工事が完成したとき、検査員にあっては当

該工事の検査を行ったときにそれぞれ行うものとする。 

 

（評定の特例） 

第６条 共同企業体が分担施工（共同施工の場合を除く。）した場合における評定は、当該

共同企業体の各構成員が、単独で施工したものとみなして、それぞれに対し行うものと

する。 

２  契約を解除した場合における評定は、次の各号に定めるところによる。 

(1)受注者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における



工事の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある工

事の出来形がない場合は、この限りではない。 

(2)市の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該請負工事は評定の対象と

しないものとする。 

 

（総合評価） 

第７条 総合評価のランクは、総合評価の判断基準（別記２）に基づいて行う。 

 

（優良施工業者の表彰） 

第８条 前条の規定によりＡランク以上の工事を施工した業者の中から釧路市建設協議会

規程（以下「規程」という。）第２条第２項に規定する特別部会の審議を経て、優良施工

業者として表彰をすることができるものとする。 

２  優良施工業者の表彰に関し、選考その他必要な事項は、釧路市優良施工業者表彰要綱

に定める。 

 

（受注者の指導又は処分） 

第９条 第７条の規定によりＥランクの工事を施工した業者に対しては、規程第２条第２項

に規定する特別部会の審議を経て、指導又は処分をすることができる。 

２ 指導及び処分に関する必要な事項は、釧路市建設工事等指名停止基準に定める。 

 

（評定結果の公開） 

第１０条 評定結果は、受注者が元請として自らが施工した工事について、第４条に規定

する請負工事成績評定採点表の写しを当該元請業者が申し出たとき、交付する。 

２ 第４条に規定する請負工事成績評定採点表、考査項目別運用表及び施工プロセスのチ

ェックリストの各様式は、インターネットその他の方法により公開する。 

 

（評定結果に関する説明） 

第１１条 前条第１号に規定する請負工事成績評定採点表を受理した受注者は、採点表の

内容について説明を求めることができる。 

２ 前項の説明を求められたときは、その内容に応じて監督員、総括者又は検査員が説明

にあたるものとする。 

 

（説明に対する苦情申立て） 

第１２条 前条の規定により説明を受けた受注者は、説明に不服があるときは、説明を受

けた日から５日以内に文書をもって苦情申立てをすることができる。 

２ 苦情申立てを受理したときは、規程第２条第２号に規定する特別部会の審議を経て、

受理した日から 14 日以内に文書で回答するものとする。 

 

（評定結果の保存） 

第１３条 評定結果の保存年限は、３年とする。 



２ 前項の保存年限は、評定を実施した日の属する会計年度の翌会計年度の４月１日から

起算する。 

 

 

附則 

 この要綱は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



 

別記１         

高度技術及び創意工夫に関する実施状況 
         

工事名   受注者名       

項目 評   価   項   目 具体的な項目（考査項目別運用表の事例番号、項目を記載する） 

□高度技術 □施工規模               

工事全体を通

じて他の類似

工事に比べて

特異な技術力 

□構造物固有               

                

□技術固有          

                

□周辺環境等、社会条件          

                  

  □その他               

□創意工夫 □施工関係          

「高度技術」

で評価するほ

どでない軽微

な工夫 

                

□品質関係          

                

□安全衛生関係          

                  

  □施工管理関係          

                  

  □その他               

 ※ 該当する項目の□にレマークを記入する。      

         

説  明  資  料 
提案内容                 

（説 明）          

                  

           

（写真等の資料）               

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                  

 ※ 具体的内容の説明として、写真等を説明資料に整理する。     

 



別記２ 

総合評価の判断基準 

ランク 評定点の標準値         総 合 評 価 の 判 断 基 準                 

Ａ ９０点以上    他の模範となる優秀なもの 

Ｂ ８５～９０点未満 
標

準

的

工

事 

標準的工事の中で優秀なもの 

Ｃ ６５～８５点未満 標準的な工事 

Ｄ ６０～６５点未満 今後改善すべき事項がある工事 

Ｅ ６０点未満 指導等、処分の対象となる工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


